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全
額
免
除 

　
保
険
料
の
全
額
（
月
額
１
万
４

９
８
０
円
）
を
免
除
す
る
も
の
で

す
。
免
除
さ
れ
た
期
間
は
年
金
を

受
給
す
る
た
め
の
期
間
に
は
含
ま

れ
ま
す
が
、
年
金
受
給
額
は
保
険

料
を
全
額
納
め
た
と
き
と
比
べ
て

２
分
の
１
と
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。 

一
部
納
付 

　
保
険
料
の
一
部
を
免
除
し
、
残

り
の
一
部
を
納
付
し
て
い
た
だ
く

も
の
で
す
。 

         

　
一
部
免
除
さ
れ
た
期
間
は
受
給

資
格
期
間
に
含
ま
れ
ま
す
が
、
年

金
受
給
額
は
保
険
料
を
全
額
納
め

た
と
き
と
比
べ
て
減
額
さ
れ
て
計

算
さ
れ
ま
す
。 

　
な
お
、
一
部
免
除
を
受
け
た
期

間
に
こ
れ
ら
の
保
険
料
を
納
め
な

い
場
合
、
「
未
納
期
間
」
と
な
り
、

障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金

が
支
給
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。 

若
年
者
納
付
猶
予
制
度 

　
学
生
で
な
い
30
歳
未
満
の
方
が

対
象
の
制
度
で
す
。
同
居
し
て
い

る
世
帯
主
の
所
得
に
か
か
わ
ら
ず
、

本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
所
得
が
一

定
水
準
以
下
で
あ
れ
ば
、
保
険
料

の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。 

　
猶
予
さ
れ
た
期
間
は
、
年
金
を

受
給
す
る
た
の
受
給
資
格
期
間
に

は
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
納
付
し
な

け
れ
ば
年
金
受
給
額
に
は
反
映
さ

れ
ま
せ
ん
。 

　
ま
た
、
猶
予
開
始
か
ら
10
年
以

内
で
あ
れ
ば
、
猶
予
さ
れ
て
い
る

金
額
を
納
付
（
追
納
）
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。 

  

　
市
民
課
国
民
年
金
係
で
保
険
料

免
除
申
請
の
受
付
後
、
以
下
の
基

準
を
日
本
年
金
機
構
が
審
査
し
、

承
認
・
却
下
を
決
定
し
ま
す
。 

審
査
基
準 

①
申
請
す
る
本
人
・
申
請
者
の
配

偶
者
・
世
帯
主
の
平
成
24
年
度
の

所
得
額
（
平
成
23
年
１
月
１
日
か

ら
12
月
31
日
ま
で
の
分
）
。 

「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」
は
、

世
帯
主
の
所
得
額
を
除
く
。 

②
災
害
・
失
業
・
事
業
の
廃
止
な
ど
。 

 

　
た
だ
し
、
国
民
年
金
保
険
料
を

口
座
振
替
で
お
支
払
い
し
て
い
る

場
合
、
審
査
に
多
少
の
時
間
が
か

か
る
た
め
、
承
認
の
決
定
を
す
る

ま
で
の
間
に
、
引
き
続
き
口
座
か

ら
国
民
年
金
保
険
料
が
引
き
落
と

さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

お
手
数
で
す
が
、
金
融
機
関
ま
た

は
年
金
事
務
所
に
て
、
口
座
振
替

辞
退
の
手
続
を
さ
れ
る
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。 

　
問
い
合
わ
せ 

　
浦
添
年
金
事
務
所 

　
　
８
７
７
―
０
５
１
１ 

  

　 　
昨
年
に
引
き
続
き
、
免
除
を
希

望
す
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
毎

年
７
月
に
申
請
が
必
要
で
す
。 

　
た
だ
し
、
全
額
免
除
と
猶
予
の

場
合
、
申
請
時
に
「
継
続
申
請
」

を
希
望
し
、
日
本
年
金
機
構
に
承

認
さ
れ
る
と
、
翌
年
か
ら
は
自
動

的
に
審
査
が
行
わ
れ
、
本
人
申
請

手
続
が
不
要
に
な
り
ま
す
（
一
部

例
外
有
り
）
。 

   

年
金
手
帳 

印
鑑
（
認
め
印
可
） 

　
た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
方
は

他
の
書
類
が
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

保
険
料
の
免
除
・
猶
予 

免
除
を
受
け
る
た
め
に
は 

引
き
続
き
免
除
を 

　
　
希
望
す
る
場
合 

免
除
申
請
手
続
き
の
際
に 

　
　
　
　
必
要
と
な
る
も
の 

申請者本人・申請者の配偶者・世帯
主の中で、平成24年１月１日現在
の住民登録が他市町村の方 

失業の場合 
（平成23年３月31日以降失業） 
 

平成24年度の所得課税証明書 
（扶養状況が記入されているもの） 

雇用保険受給資格者証、雇用保
険被保険者離職票のいずれか。 
または、退職証明書と平成24年
度市民税・県民税納税通知書 

平成24年度の所得の申告がまだの方 所得の申告後、申告書の写しを提出 

問
い
合
わ
せ 

市
民
課 

国
民
年
金
係（
１
階
） 

　
８
７
６-

１
２
３
４ 

（
内
線
３
１
１
１
〜
３
１
１
５
） 

免除の承認期間　平成24年７月～平成25年６月 

　所得が少ない、または失業などにより保険料を納めることが困難な場合に、 

申請をして承認を受けると、保険料の免除や納付を猶予することができます。 

 

 

７月２日（月）から国民年金保険料の 
免除申請の受付が始まります 

日本年金機構の
ホームページで
もご案内してい
ます。 
http://www.nenk
in.go.jp/ 

免除割合 

３／４免除 
（１／４納付） 

3,750円 

7,490円 

11,240円 

該当する方 必要書類 

半額免除 
（半額納付） 

１／４免除 
（3／4納付） 

 

保険料月額 

国民健康保険の給付に関する各種証の切替えについて 

限度額適用認定証 名称 

限度額 

70歳未満の人の自己負担限度額 ＜表２＞ 

70歳以上の人の自己負担限度額 ＜表３＞ 

＜表１＞ 現在お持ちの以下の証の有効期限は平成24年７月31日までですので、更新手続が必要です。 

交付対象の証 
１食あたりの 
食事代 

３５，４００円 

44,400円 

12,000円 ４４，４００円 

２４，６００円 

１５，０００円 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

8,000円 

２６０円 

○ 

○ 

○ 

 

 

83,400円 

44,400円 

24,600円 

 

 

２１０円 

１６０円（※２） 

２１０円 

１６０円（※２） 

１００円 

２６０円 
× × 

× × 

× 

× 

○ 

 

４回目以降 
（※１） 

限度額 
適用認定証 

標準負担額 
減額認定証 

３回目まで 
所得区分 

①上位 
　所得者 

②課税 

③非課税 

限度額 交付対象の証 
１食あたりの 
食事代 

※１　過去12か月間に一つの世帯で高額療養費の支給が４回以上あった場合の４回目以降の限度額 
※２　過去１年間の入院日数が90日を超える場合 

外来 
（個人単位） 

限度額適用 
認定証 

標準負担額減額 
認定証 

外来＋入院（世帯単位） 
所得区分 

④現役並 
み所得者 

⑥低 
所得者Ⅱ 

⑦低 
所得者Ⅰ 

⑤一般 

概
　
　
要 

申
請
に 

必
要
な
も
の 

標準負担額減額認定証 特定疾病療養受領証 

　医療費が高額になる場合でも、

限度額適用認定証を提示すると

医療機関に払う金額の上限が自

己負担限度額（下表を参照）ま

でとなります。※平成24年４月

１日から、外来にかかる場合で

も限度額適用認定証が利用でき

るようになりました。※国保税

に滞納がある場合は交付できな

いことがあります。 

　病気やけがで入院したときには、

診察などの医療費のほかに、１

食の食事にかかる費用のうち260

円を自己負担することになりま

すが、住民税非課税世帯（下表③、

⑥、⑦）に属する人は「標準負

担額減額認定証」、または「限

度額適用・標準負担額減額認定証」

を医療機関の窓口で掲示すれば、

標準負担額が減額されます。 

①…同一世帯の国保
加入者の基礎控除額
後の総所得金額等の
合計が600万円を超
える世帯 
②…①以外の住民税
課税世帯 
③…世帯主および国
保加入者全員が住民
税非課税の場合 
④…70歳以上75歳
未満の国保加入者で、
住民税の課税所得が
145万円以上ある人
が一人でもいる世帯 
⑤…④以外の住民税
課税世帯 
⑥…⑦以外で世帯主
および国保加入者全
員が住民税非課税の
場合 
⑦…世帯主および国
保加入者全員が住民
税非課税かつ公的年
金控除額80万円とし
た場合に、所得がな
い世帯 

　これまで、国保税の納付場所は、県内の金融機関に限
られていましたが、納税者の皆さまの利便性を高めるた
めに、全国約45,000店舗あるコンビニ店頭で納めること
ができるコンビニ収納と、パソコン、携帯電話、ＡＴＭ
等で納めることができるペイジー収納を始めました。 
また、全国のゆうちょ銀行（郵便局）でも納付できるよ
うになりました。※利用方法は、納税通知書同封のチラ
シに記載しておりますのでご確認ください。 

過去の入院日数が90日を超えると

きは、そのことが確認できる領収書 

150,000円　500,000円を超えた

場合はその超えた分の1％を加算。 

80,100円　267,000円を超えた
場合はその超えた分の1％を加算。
4回目以降（※1）、44,400円 

80,100円　267,000円を超えた

場合はその超えた分の1％を加算。 

①国民健康保険被保険者証、②申請者の印鑑、③申請者の本人確認できるもの（運転免許証など）、④世帯主直

筆の委任状（世帯主以外が申請する場合） 

医師の意見書（新規で交付する場合のみ） 

　長期にわたって高額な治療を受ける必要

がある特定疾病の方は「特定疾病療養受領証」

を医療機関窓口で提示すると、自己負担額

が１か月１万円となります。※ただし、人工透析

を実施している慢性腎不全患者のうち、70歳

未満の上位所得者（下表①）は１か月２万円 

【特定疾病の名称】　 

①人工透析を実施している慢性腎不全 

②血友病　③抗ウイルス剤を投与している

後天性免疫不全症候群 

国保税のコンビニ収納・ペイジー収納が始まります！ 
【コンビニ、ペイジー、ゆうちょ銀行】 

これまでの 
納付方法 

【銀行窓口】 
 

追
加
に
な
る
納
付
方
法 

問い合わせ　国民健康保険課　給付係　　８７６－１２３４（内線３７１４） 


